
中富良野町新合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の改善及び自然環

境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、中富良野町（以下「町」という。）が交付する

新合併処理浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）の補助の対象、金額その他必

要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１項に規定する浄化槽をいう。 

（２）合併処理浄化槽 し尿と家庭用生活雑排水を合せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸

素要求量（以下「ＢＯＤ」という。）除去率９０％以上、放流水のＢＯＤ２０㎎／Ｌ（日間平

均値）以下の機能を有するものをいう。 

（３）補助対象地域 下水道法（昭和３３年法律第７９号）の規定による事業認可を受けた予定処

理区域を除く区域をいう。ただし、同法第１０条第１項の規定により公共下水道管理者が公共

下水道への接続が困難であると認めた場合は、この限りでない。 

（４）排水設備 し尿及び家庭用生活雑排水を排水する器具及びこれらに係る給水装置又は排水管

で、合併処理浄化槽本体の流入口までと、合併処理浄化槽本体から放流先までの設備をいう。 

（５）専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、店舗等併用住宅及び共同住宅を含む。 

（補助金の交付） 

第３条 町長は、次の各号に掲げる要件を満たす合併処理浄化槽を設置しようとする者（以下「設

置者」という。）に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（１）補助対象区域内において、専用住宅から排出されるし尿及び家庭用生活雑排水を処理するた

めに設置する浄化槽であること。 

（２）浄化槽法第１３条に基づく認可を受けた浄化槽であること。 

（３）設置場所の居住者でない場合は、工事完成届出等手続きをするまでに住民登録を異動（転居）

すること。ただし、設置者が今後町に転入することを確約し、町の住民である１親等以内の親

族が当該浄化槽を設置した専用住宅に居住できる者は、この限りでない。 

（４）合併処理浄化槽設置整備事業補助金及び当該補助金を通じて１人の者に１回限り補助する。 

（５）１棟の建物について補助対象者が複数ある場合には、当該複数の補助対象者が定めるそのう

ちの１人の者に対して補助するものとする。 

（６）その他町長が目的を達成するための条件を具備していると認めた浄化槽であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。 

（１）浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法第６条第１項に基づく確

認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者 

（２）設置者が当該専用住宅の所有者でない場合においては、その所有者の承諾が得られない者 

（３）販売等の事業目的で合併処理浄化槽を設置又は合併処理浄化槽付き専用住宅を建築する者 

（４）排水設備に係る工事を、排水設備設計施工基準（平成１１年３月中富良野町建設課）及び町

簡易給水装置工事の指定に関する規定（平成１０年４月中富良野町建設課）によらないで行う

者 

（５）補助金の会計年度内に設置工事を完了する見込みがないと認められる者 



（６）町税等、町に対する公法上の納入金を滞納している者 

（７）他の法令に違反している者 

（８）その他この補助事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表１に定める合併処理浄化槽の設置に要する対象事業費の（水洗便所改

造及び排水設備に係る費用を除く）６０％以内とし、同表の第１欄の区分につき、それぞれ、同

表の第２欄に定める額とする。ただし、同表に定めのないものについては、別途設置内容を検討

確認のうえ、補助の額を定めるものとする。 

２ 補助金の額の決定に要する浄化槽人員の算定については、北海道浄化槽指導指針に基づく処理

対象人員とする。ただし、店舗等併用住宅については居住部分を対象とする。 

３ 町長は、この要綱に定めのない住宅等の内、特に必要と認めたものについて、別途設置内容を

検討確認のうえ、本補助事業対象とし、補助額を決定するものとする。 

（補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ新合併処理浄化槽設置整備事業補助金交

付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出

しなければならない。 

（１）設置場所付近の見取り図 

（２）浄化槽工事の内訳（見積）書（様式第２号） 

（３）設置する浄化槽がこの要綱による補助対象のものであることを確認するための書類で、町長

が別に定めるもの。 

（４）設置者が当該専用住宅の所有者でない場合は、その所有者の承諾書 

（５）その他町長が必要と認めるもの。 

（補助金交付決定等） 

第６条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補

助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、新合併処理浄化槽設置整

備事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、補助金の交付が不適当と認めたときは、新

合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するも

のとする。 

（申請事項の変更等） 

第７条 前条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助対象者」という。）は、

その申請内容を変更する場合又は補助金に係る設置工事を中止し、若しくは廃止しようとすると

きは、新合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書（様式第６号）を町長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により申請を承認又は不承認することを決定したときは、新合併処理浄化

槽設置整備事業補助申請内容変更決定通知書（様式第９号）により、申請者に通知するものとす

る。 

３ 補助対象者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合又は設置工事の遂行が困難となった

場合は、速やかに町長に報告しなければならない。 

（工事完了届） 

第８条 補助対象者は、補助金に係る設置工事完了後３０日以内又は補助金の交付決定に係る会計



年度終了日（３月３１日）のいずれか早い日までに、工事完了届（様式第７号）と次の書類を添

えて町長に提出しなければならない。 

（１）設置工事が適切に行われたことを確認するための書類及び写真で、町長が別に定めるもの。 

（２）設置工事費及びその内訳を確認するための書類で、町長が別に定めるもの。 

（３）設置した浄化槽の維持管理（保守点検）、清掃及び法定検査に関する書類で、町長が別に定

めるもの。 

（補助金額の決定及び通知） 

第９条 町長は、前条の規定による工事完了届の提出があったときは、その工事の内容等を審査確

認のうえ補助金額を決定し、新合併処理浄化槽設置整備事業補助金額決定通知書（様式第８号）

により補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第10条 前条に規定する通知書を受けた補助対象者は、新合併処理浄化槽設置整備事業補助金請求

書（様式第１０号）により、町長に補助金を請求するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに当該補助対象者に補助金を

交付するものとする。 

（補助金交付決定の取り消し等） 

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部

又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１）浄化槽法に違反した場合。 

（２）補助を受けることについて不正な行為があった場合。 

（３）補助することが不適当と認められる事実があった場合。 

（４）この要綱に違反した場合。 

（５）補助の申請年度内に設置工事が完了しなかった場合。 

（６）設置した浄化槽の維持管理（保守点検）、清掃及び法定検査を定期に行わなかった場合。 

２ 町長は、前項の規定により補助金を返還等させるときは、補助金返還又は取消し命令書（様式

第１１号）により命ずるものとする。 

（工事状況の現場確認） 

第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場

において確認することができる。 

（施行細則） 

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。 

（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町費補助金交

付規則（昭和４２年３月２８日規則第５号）の定めるところによる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１１条の規定の適用につ

いては、この要綱の失効後においても、なおその効力を有する。 



附 則 

この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表１ 

 

第１欄 第２欄 対象事業費 

５人槽 ５８５，０００円  ９７５，０００円 

６～７人槽 ７１１，０００円  １，１８５，０００円 

８～１０人槽 ９９０，０００円  １，６５０，０００円 

 


